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このたび，富山大学は職員就業規則等に基づき，別紙のとおり 

 

懲戒処分を行いましたので，お知らせします。 

 

 

  （別紙） 

    ・教育職員に対する懲戒処分について 

    ・富山大学職員就業規則（抄） 

    ・富山大学職員懲戒規則（抄），懲戒処分標準例（抄） 

教育職員の懲戒処分について 
 



教育職員に対する懲戒処分について 

 

１ 処分内容 

富山大学は、令和元年７月１８日付けで、職員就業規則に基づき，下記のとおり懲戒

処分を行いました。（本件については、本学「懲戒処分における公表基準」に基づき氏名

及び年令は公表いたしません。） 

 

  大学院医学薬学研究部（医学）助教（男性）  「諭旨解雇」 

 

２ 処分理由 

当該教育職員が、平成３１年４月上旬から中旬にかけて、学内の研究室内で、４名の

職員のかばん又は財布から、現金１万円ずつ計４回の４万円を窃盗したことが判明した。 

  このことは、教育・研究等に従事する者としてあるまじき行為であり、本学に対する

信頼を著しく失墜させることなどを総合的に判断した結果、上記懲戒処分としました。 

 

３ 事案の審議経過等 

(1) 令和元年７月１６日開催の役員会において、審理を行い、「諭旨解雇」の処分を 

行うことを決定した。 

 (2) 令和元年７月１８日に当該教育職員に対し、学長から懲戒処分書を交付した。 

 

４ 今後の対応 

  学長から、全職員に対し、再発防止の徹底を図る。 

 

５ 学長のコメント 

  本学教育職員が窃盗を行ったことは、教育・研究等に従事する者として決して許され 

ないものであり、誠に遺憾です。 

  本学では、今回の事態を真摯に受け止め、法令遵守の一層の徹底を図り、再発防止に 

努める所存です。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 富山大学職員就業規則（抄） 

 

（懲戒） 

第38 条 大学は，職員が，次の各号の一に該当する場合は，所定の手続きの上，懲戒処分 

を行う。 

(1) この規則その他大学の定める諸規則に違反したとき。 

(2) 職務上の義務に違反したとき。 

(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。 

(4) 承認を受けずに遅刻，早退，欠勤する等勤務を怠ったとき。 

(5) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。 

(6) 重大な経歴詐称をしたとき。 

(7) 前各号に準ずる行為があったとき。 

２ 職員の懲戒について必要な事項は，別に定める「国立大学法人富山大学職員懲戒規則」 

による。 

（懲戒の種類・内容） 

第39 条 懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。 

(1) 譴責 始末書を提出させ，将来を戒める。 

(2) 減給 始末書を提出させるほか，給与を減額する。この場合において，減額は，１ 

回の額は平均賃金の１日分の２分の１，１か月の額は当該月の給与総額の10 分の１の 

範囲内とする。 

(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか，１日以上３月以内の期間を定めて出勤を停止 

し，職務に従事させず，その間の給与は支給しない。 

(4) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし，勧告に応じない場合は，懲戒解雇す 

る。 

(5) 懲戒解雇 即時に解雇する｡この場合において，所轄労働基準監督署の認定を受けた 

ときは労基法第 20 条に規定する手当を支給しない。 
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富山大学職員懲戒規則（抄） 
 

（懲戒の原則） 

第２条 学長は，職員の懲戒にあたっては，役員会の審査に基づき処分を決定する。 

２ 懲戒処分は，就業規則第38 条第１項各号（以下「懲戒事由」という。）のいずれかに 

該当する非違行為に対して行う。 

３ 懲戒処分は，同一の非違行為に対して，重ねて行うことはできない。 

４ 懲戒処分は，同じ程度の非違行為の事案ごとに，就業規則第39 条各号に掲げる懲戒の 

種類，程度を異なるものとしてはならない。 

（懲戒処分の量定） 

第３条 懲戒処分の量定は，次に掲げる事項を総合的に考慮の上決定するものとする。 

(1) 非違行為の動機，態様及び結果 

(2) 故意又は過失の程度 

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係 

(4) 他の職員及び社会に与える影響 

(5) 過去の非違行為の有無 

(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応 

２ 懲戒処分の量定の決定にあたっては，別紙の「懲戒処分標準例」を参考に行うものと 

する。ただし，事案の内容が，この「懲戒処分標準例」に該当しない場合又はこの「懲 

戒処分標準例」によることが著しく不適当であると学長が認める場合には，別段の取扱 

いにより処分の決定を行う。 

 

 

 

 懲戒処分標準例（抄） 

 

３ 業務外における非違行為に関するもの 

 (８) 窃盗・強盗 

一 他人の財物を窃取した職員は，懲戒解雇，諭旨解雇又は出勤停止とする。 

二 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は，懲戒解雇とする。 
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